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Chance for Children 
ブラザー・シスターマニュアル
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■制度概要
クーポン利用者1名に対して学生ボランティア1名が定期的に面談し、学習・進路に関する相談、
その他必要な情報の提供等を行う。
■目的
・クーポン利用者の将来の自立に繋がる進学・就職をサポートする。
・クーポン利用者の学習・進路についての相談・アドバイス・情報提供をする。

・クーポン利用者がクーポンを使用してどのような教育サービスを受けているかを把握する。

・クーポン利用者がクーポンを有効に利用できるようにアドバイスする。
■関係者
　・ブラザー・シスター：　大学生ボランティア
　・クーポン利用者：　クーポンを利用する児童・生徒
　・トレーナー：　教育・心理・グリーフケア・キャリア教育等の専門家
　・職員：　利用者、ブラザー・シスター、トレーナーのコーディネート担当

■活動内容

・クーポン利用者との面談（直接・電話）を行う。
・定期研修、グルーピングサポートに参加する。

・グルーピングスタディに参加する。

・ユニットMTGに参加する

・その他、クーポン利用者や困窮世帯の子どもたちに対するサポート

	西暦
	月
	主な出来事

	2009
	11
	BHの1つのプロジェクトとしてCFC創業

	2010
	4
	2人の高校生にクーポンの配布を行う(BS制度の開始)

	2011
	6
	東日本大震災を受けて東北での活動を開始

	
	
	CFC法人成立(代表理事として今井悠介、奥野慧、雑賀雄太が就任)

	
	11
	BS1期生45名の養成を行う

	
	12
	150名の被災した子ども達にクーポンの提供を開始

	2012
	1
	150名の子ども達に対してBS制度の開始

	
	5
	2期生32名の養成を行う

	
	8
	ここから学生主体で活動していく原点が生まれる

	
	10
	3期生10人の養成を行う

	
	11
	グルサポを学生主体で運営するようになる

	2013
	5
	4期生47人の養成を行う

	
	8
	BSであった三笠茜の呼びかけにより、学生事業部発足

	2014
	2
	CFCとしては初めての事業部合宿を秋保の木の家で実施

	
	4
	組織体制の変更(スキルアップ事業部、ヒューマンネットワーク事業部誕生)

	
	5
	今ではおなじみフレッシャーズキャンプを木の家にて初実施

	
	6
	5期生54人の養成を行う

	西暦
	月
	主な出来事

	2014
	9
	ワークキャンプの実施

	
	　
	5.5期生5人の養成を行う

	2015
	2
	卒業式の実施

	
	3
	仙台事務局オーロラビルから錦ビルにお引越し

	
	4
	新事業部体制に移行(面談事業部、総合イベントグループ、広報グループ、

	
	　
	研修グループ、ファンドレイズグループの誕生)

	
	5
	6期生53人の養成を行う

	
	11
	秋のワークキャンプの実施

	
	12
	スタートアップ合宿の実施

	2016
	1
	またも事業部の体制が変わる(面談事業部、レクリエーション事業部、ヒューマンリソースグループ、協働推進事業部)、4学生代表制へ

	
	2
	ケース勉強会の実施

	
	　
	卒業式の実施

	
	　
	立案合宿の実施

	
	5
	フレッシャーズキャンプの実施

	
	6　
	7期生69人の加入




■地域ユニット
2017年度から地域ユニット制度を導入。CFCクーポン利用者を4つの地域で分類。ブラザー・シスターも

同様にいずれかのユニットに所属し、マッチング・面談を実施する。
■地域ユニット制度導入の背景

　被災直後と比べると、こどもたちが置かれている環境はより個別・複雑化の様相を呈してきた。また、子ども

も利用先や、進路選択などニーズが個別化してきたため、従来の画一的なサポートでは限界が見え始めた。

そこで、地域という括りで子どもたちを分け、ブラザー・シスターも地域ごとに利用先や進路・学習情報の

ノウハウを蓄積、、提供することを目指し、ユニット制度の導入に至った。

■ユニットの体制

　各ユニットにはユニットリーダー、サブユニットリーダーを置くものとしユニットの持続的な運営に努める

ものとする。ユニットリーダーの任期は概ね1年とし、毎年12月に代替わりを行うものとする。


■目的

利用者のクーポン利用状況を把握しクーポン利用についての相談にのる。

学習・進路についての相談・アドバイス・情報提供をする。

■頻度　

1ヶ月に１回

　※実習や留学等で一定期間面談が難しい場合は事前に必ず職員に相談する。

■担当人数

　3人程度

■対象

　CFCクーポン利用者（中高生のみ）

　※条件次第では小学生も面談を実施する場合もある。

■時間

1回の面談（直接・電話）は30分程度とする。（時間の上限として1時間を設定する。）

事務所が開いている時間内（13時から21時まで）に実施する。
※上記時間外に面談を実施したい場合は職員に事前に相談すること。
■日程

面談（直接・電話）時に次回日時を確認し、その日中に以下をSalesforceに入力する。

またSalesforce入力後にGoogleカレンダーに面談日時を入力する。
上記情報を正しく入力しない場合、利用者とブラザー・シスターにリマインドメールが配信されないため入力忘れがないように注意すること。

※直接面談を実施する場合は、事前に自分の服装等の特徴を伝える。また、当日はミニスカート等華美な服装は控えること。
※日程・場所を変更したい場合には、事務所に連絡をする。また、その際、変更理由及び面談候補日（複数日程）を伝える。事務局で調整後、ブラシスに結果を報告する。
■場所　

直接面談 ： 直接面談の場合、利用者宅近隣の公共施設（公民館の共有スペース等）にて行う。

電話面談 ： 電話面談の場合、CFC事務局の電話から連絡をする。

※携帯電話からの電話等は個人情報保護の観点から認められない。

■内容　

・当月の教育サービスの利用について話をする。　（クーポン利用先、利用している教育サービスの内容等）
・子どもの様子を確認する。
・学習・進路等の相談を受け、情報提供やアドバイスを行う。
・面談（訪問・電話）後、ヒアリングシートを記入（入力）する。

■面談範囲

1. ブラザー・シスターの活動範囲の中心は、学習・進路に関する分野とする。また、クーポン利用上の相談も行う。

2. 面談の時、家庭の状況や経済面等の深刻な話題に関してブラザー・シスターから質問しない。

3. 家庭の相談・経済面の相談を受けた時、その詳細や解決方法がよくわからないままブラザー・シスターの判断で答えてはならない。わからないことはわからないと答え、職員やトレーナーに指示を仰ぎ、その指示に従う。

4. 保護者との関わりに関しては、クーポン利用・進路相談等の必要最低限とし、要望があった場合に限る。※ブラザー・シスターが利用者と関わる上で、家庭の深刻な状況を知るなど、学生の立場で対処することが困難な状況におかれた場合、職員に連絡の上、トレーナーに電話連絡をとる等の対応を行う


■目的　

事務局が利用者のクーポン利用状況、学習・進路状況について把握する。

ブラザー・シスターがクーポン利用者の状況を把握・整理し、次回以降の利用者との関わりに活かす。

■記入（入力）方法　

ブラザー・シスターが利用者との面談の中でクーポン利用、学習・進路状況等の話を聴き、面談（直接・電話）後にまとめて記入（入力）する。

※面談時にはヒアリングシートを利用者には見せない。

※ヒアリングシートの項目に従い、可能な限り具体的内容を記入（入力）する。

※電話の場合は、直接ヒアリングシートへのデータ入力をすることが可能である。

※個人情報保護の観点上、ヒアリングシート以外に面談で話した内容についてメモ等を残さない。
メモをとった場合は、ヒアリングシートの記入が完了次第、シュレッダーにかける。

詳細は以下を確認してください。
http://brosis.cfc.or.jp/bs/hearingsheet

■目的

ブラザー・シスターが利用者と関わる中で感じたこと・悩み等を共有し今後の関わりに活かす。

　

■内容

面談後、事務所内にて他のブラザー・シスター2～4人とシェアリングを実施する。
主に以下の観点から振り返りをし、相互にフィードバックを行う。

終了後はフィードバックを受けた内容、次回面談予定等をヒアリングシートに記載する。

　・面談時の子どもの様子、近況
　・自身の面談における姿勢、問いかけ、
　・クーポン利用状況

■目的

・ブラザー・シスターが利用者と関わる中で感じたこと・悩み等をユニット内で共有することで、ブラザー・

シスターがユニットの子どもが置かれている状況を理解し、サポート品質の向上を目指す。
■頻度
　月に一回以上（必須）

　※欠席する場合は、事前に必ずユニットMLで欠席連絡をすること。また、その際欠席理由も明記すること。
■場所

　仙台市内の会議室等
■内容

　各ユニット毎に以下の内容を議論・検討するものとし、何か問題があった場合は必ず職員に報告する

こととする。
　・ユニットの利用者の状況共有、検討

　・面談内容‘の振り返り

　・その他ユニット運営に必要な議論


■目的

ブラザー・シスターが利用者と関わる中で感じたこと・悩み等を共有し今後の関わりに活かす。

また、専門家であるトレーナーが参加し、ブラザー・シスターに対して専門的な視点からの助言をすることでブラザー・シスターの利用者への関わりをより良いものとする。

■日程

　6月、9月、11月
■場所　

仙台市内の公共施設またはCFCが指定する施設

※実施日２ヶ月前に実施場所を決定。

■参加者

　ブラザー・シスター※参加必須

■講師
アドバイザー（または職員）

■内容　

面談または電話面談の報告・困ったこと等を共有する。共有した後、それぞれのケースについて良点・改善点などについて、参加者同士で意見交換をする。必要に応じ、トレーナーからブラザー・シスターに対して助言をおこない、ブラザー・シスターの次回以降の関わりをより良いものにする。


■目的　

ブラザー・シスターが利用者の学習・進路を支援するために必要な知識（進学・就職，グリーフケア等）を
補填する。また、コミュニケーション・ソーシャルワーク等のスキルを向上させる。

■日程　

12月中旬（予定）

■場所　

仙台市内の公共施設またはCFCが指定する施設

■参加者　

ブラザー・シスター※参加必須

■講師

　テーマにより適宜専門家に依頼をする
■内容　

専門家の指導のもとでスキルアップのための研修をする。進学・就職、グリーフケア、コミュニケーション、ソーシャルワーク等に関する講義や実習を行う。


止むを得ず、面談を実施することができなくなった場合は以下の手順で事前に必ず連絡をすること。
※キャンセルが何度も続く場合は事務局より注意をすることがあります。
■遅刻・欠席等の連絡

　面談（直接・電話）においての遅刻・欠席等の連絡はその旨が分かり次第すぐに職員に連絡する。
　また、再調整を依頼する際は以下のフォーマットに必要事項を記入し、事務局に連絡をする。

▼面談調整依頼フォーマット＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

名前 ： 
利用者番号 ： 
キャンセル理由 ： 
面談候補日 ： 
①

②

③
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■連絡方法　　
直接面談で急遽、連絡が必要となる場合は以下の手順で連絡をとる。

　個人情報の保護を最大限に配慮し、以下の手順で利用者に連絡する。

1. ブラザー・シスターは、職員に要件を伝える。

2. 職員が利用者に直接連絡をとり上記の要件を伝える。

※ブラザー・シスターが通常の面談（直接・電話）以外で職員の許可なく利用者に連絡をすることは禁じる。

-------------------------------------------------------------
職員：　鈴木　平（スズキ　タイラ）

tel  022-265-3461 / 070-5582-6798  / mail  office-sendai@cfc.or.jp
-------------------------------------------------------------

■保護者への対応　　
ブラザー・シスターから、保護者と積極的に関わろうとはしない。保護者の方から問い合わせがあった
場合は、面談範囲が保護者対応にも適応される。すなわち、学習・進路に関する分野の相談、クーポン利用上の相談を保護者から受けたときは、通常に利用者に対応する時と同様に応答する。聞かれたことについ
て解決法や対応がわからず答えられない場合は、後に職員より連絡する旨を伝える。また、家庭の相談・経済面の相談を受けた場合、よくわからないままブラザー・シスターだけの判断で答えてはならない。
わからないことはわからないと答え、職員に報告・相談する。

■深刻な話を聞いてしまった場合

ブラザー・シスターの面談範囲は、学習・進路に関する分野が中心である。しかし、利用者と面談や電話面談を行う中で、家庭のことについての深刻な相談や、告白を聞いてしまう場合も考えられる。また、その話を聞いて自分自身が思い悩んでしまったり、また家庭の状況が非常に深刻で心配になったりした場合には、迷わずその旨をすぐに職員に連絡し、速やかに指示を受ける。
■対応の流れ　　　　　
1. 利用者の話を傾聴する。（特に自殺・犯罪・虐待の場合は、下記の事項に気をつける。）
2. 状況把握・利用者の心情の理解に努める。（ただし、無理に聞き出すことは絶対にしない）
3. 面談（直接・電話）後、すぐに職員に連絡し、状況を報告して指示を仰ぐ。
----------------------------------------------------------
職員：鈴木　平（スズキ　タイラ）
tel  022-265-3461 / 070-5582-6798  / mail  suzuki@cfc.or.jp　　  ----------------------------------------------------------
※深刻な状況においては、以下の注意事項を参照する。
■自殺したい、という話を聞いたとき　　＜参考：職場における自殺の予防と対応＞　
1．真剣に話を聴く

自殺について打ち明けられた者は、たまたま自分に打ち明けられたのではなく、意識的・無意識的に特定の対象として選ばれたのだと考えるべきである。そのことを自覚した上で、きちんと相手に向かい合って話を聴くことが大切。
2．言葉の真意を聴く
自殺をほのめかす場合、その表現は、「消えてしまいたい」、「居場所がない」、「自分は何のために生きているのだろう」、「自分は誰からも必要とされていない」など様々である。逆に「死んでしまいたい」という言葉が発せられた場合、その背後には、「現在の苦境から逃れたい」、「見捨てられたくない」など、様々な異なる意味がある。このような場合、「死にたい」気持ちと、「もっと生きたい」気持ちの間で激しく揺れ動いている状態にあることを理解するよう努める。

3．できる限りの傾聴をする

自殺を打ち明けられた場合、できる限りの時間をかけてその訴えを傾聴することが必要である。徹底して聴き役に努めることが大原則。何か気の利いた助言をしなければならないと焦る必要はない。時間をかけて話を聴くことで、本人の自殺に対する衝動が緩和されることも稀ではない。その場で時間がとれないときには、本人に事情を話し、なるべく近い時間で面談の約束をすることが重要。
4．話題をそらさない

すぐに自殺以外の事柄に話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたり、あるいは社会的な価値観・倫理観を押し付けたりすることは差し控えるべきである。

※上記4つの手順を踏んでも、自殺するという話を聞いた場合は、110番に電話する。
■虐待を受けている可能性/虐待・DVを見ている可能性があるとき　　
＜参考：市町村子ども虐待防止ネットワーク対応マニュアル＞

1．利用者の負担に配慮する

虐待を受けている、またはDVを目撃している子どもの傾向として、親への秘密を持つことを、「親への裏切り」と感じることが多々ある。また、虐待行為の原因が、自分自身にあると考えようとしている子どももいる。あくまで子どものペースを尊重し、傾聴する。子どもの様子から「これ以上は話せない」と子どもが考えていると思われることについては、追求せず、話題を変えるなど、子どもを追いつめないよう配慮することも必要である。
2．主張が変わることがあることを意識する

子どもは、大人と同じように状況判断をしている訳ではない。新たに知ったこと、周囲の状況変化等により、認識を変えやすい。虐待など生活環境が厳しい状態にある子どもは、気持ちの揺れも大きく、その主張が極端に変わってしまうこともある。
3．利用者に決定をせまらないようにする

家庭からの分離など最終決断を、全面的に子どもの判断にゆだねることは、子どもへの負担が非常に大きく、適切ではない場合があることについても、十分留意が必要である。※虐待を疑った場合は速やかに子ども家庭センターに通告しなければならない。
■犯罪・非行を犯してしまったと告白されたとき/犯罪・非行を見たと告白されたとき＜参考：思春期ナビ＞

1．肯定的に話を聴く
情緒不安定さを理解した上で、本人は何を訴えているのか言いたいことを肯定的に聴く。その中で、賞賛できることは躊躇なく賞賛しながら聴く方がよい。
2．理解できないところは確認しながら聴く
わからないままに進めてしまうのではなく、お互いに同じイメージを持てているかを確認しながら話を聴くことも必要。確認することで聴いてくれているという安心感も生まれる。
3．話をしてくれたことに礼を言うこと

自分に話をしてくれたことに感謝を表して安心感を与えることが必要。また、些細なことでもよいので期
待していること、肯定的な評価を伝えることも大切である。
※犯罪の告知については、CFCコーディネーターに相談する。


（ブラザー・シスターの権利）

· 当法人が発行するCFCクーポンの利用者（以下、利用者という）に対して学習・進路の相談に応じる権利

· 利用者に対して学習・進路に関する情報提供を行う権利

· ブラザー・シスターの自発的な意思に反して、役職、責任、業務、その他の負担を強いられない権利

· ブラザー・シスターの能力向上又は成長のために当法人が主催する研修に参加する権利

· 当法人の業務執行のため、必要な当法人の施設、備品を利用する権利

· ボランティアの自発的な意思により、当法人のブラザー・シスター登録を取り消す権利

· その他、定款等に定める権利の保障を求める権利
（ブラザー・シスターの義務） 
· 当法人のミッション、定款等に従うこと

· ブラザー・シスターは原則一年間以上の活動を行い、当法人が実施するグルーピングサポート・スタディ
（ブラザー・シスターの研修）ユニットMTGに参加すること

· 活動中に知り得た当法人、当法人の役職員及びボランティア並びに顧客、その他の関係者の情報については、
理事会の許可がある場合又は業務上必要な場合を除いては、ブラザー・シスター登録中及びブラザー・シスター
登録終了後においても一切漏えいしないこと

· 当法人等の個人情報は、理事会の許可がある場合を除いて、当法人事務所外に一切持ち出さないこと

· 当法人の名誉又は信用を失墜させる行為又はそのおそれがある行為を行わないこと

· ボランティアの故意または重大な過失により、当法人等に損害を与えた場合、当法人の求めに従い、
その損害を弁償する

· 当法人の風紀及び秩序の維持並びに当法人事務所内の美化、整頓に努めること
· 無断で面談を実施しなかった者、同一利用者に対して2回連続で面談を実施しなかった者はユニットリーダーと面談を行い、厳重注意とする。また面談の結果、改善が期待できない場合等は資格剥奪とする。

· 面談を無断で実施せず、且つ、面談後から1週間連絡の取れなかった者はブラシス資格剥奪とする。

· 1人の利用者に対して3回連続で面談を実施しなかった者はブラシス資格剥奪とする。

· 5回以上の面談を実施しなかった者はブラシス資格剥奪とする

※学事日程、冠婚葬祭、体調不良、その他一定の理由が考慮される場合を除く
· ユニットMTG及びグルーピングサポートを2回連続、または3回以上の欠席の場合は厳重注意とする。

· 厳重注意後、改善が期待できない場合はブラシス資格はく奪とする。

※但し、担当職員と面談し長期の欠席が認められた場合、その限りではない。

■メールについて

ブラザー・シスター全員にCFCでの活動用のGoogleアカウントを付与します。面談やその他の活動に関する連絡は原則、本アカウントに対して行います。
　苗字_名前@cfc.or.jp　

　EX）suzuki_taira@cfc.or.jp
■メーリングリスト
各事業部のブラザー・シスター及び職員との情報の共有にメーリングリストを利用する。

各メーリングリストは以下の通りで、メーリングリストの管理は事務局が行う。

（全体）　brosis_all@cfc.or.jp

■SNSアカウント等

CFCではイベントの案内や報告、子どもの貧困に関する情報や日々の取り組みなどを以下のSNSから発信する。
・Twitterアカウント

@bh_cfc

・Facebookページ
  チャンス・フォー・チルドレン (Chance for Children)　

・ブラシス情報ポータル
　http://brosis.cfc.or.jp


Q．面談方法（直接・電話）をどちらにするかの判断は誰がするの？

A．チャンス・フォー・チルドレンがクーポン利用者とブラザー・シスターの意見を聞きながら、判断をします。
判断によっては、両者の意向に沿うことができないこともあります。ご了承ください。
Q．面談（直接・電話）の中で、困ったことがあった場合は、どうしたらいいの？

A．まずは、職員に相談して下さい。職員が対応します。職員が対応できない案件については、専門的な
知識・技術を持ったトレーナーが相談に応じます。

Q．自分の携帯電話からクーポン利用者に連絡してはいけないの？

A．事務所の電話以外から連絡をすることはできません。クーポン利用者の電話番号は個人情報となります。
事務所外に個人情報を持ち出すことは禁じられています。

Q．何人のクーポン利用者を担当することができるの？

A．自分自身が責任もって関われることができる人数を担当することができます。
Q．直接面談で遠くへ行く場合、交通費はでるの？

A．上限はありますが、事務局から支給されます。ただし、領収書を忘れずにもらってきてください。

Q．担当する子どもはどのように決まるの？

A．ブラザー・シスターが専攻している分野や、性別、子どもの将来の夢・進路等を基準にユニットリーダー、

職員で相談して決めています。

Q．イベントで子どもと撮った写真はfacebookにあげていいの？ 
A．絶対にダメです。また、子どもの写真は個人の携帯やカメラでの撮影は禁止です。
ブラザー・シスター制度概要・目的
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ブラザー・シスターの組織について
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ヒアリングシートについて





シェアリングについて





ユニットMTGについて
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グルーピングスタディについて





面談をキャンセルする場合





保護者とのかかわり





セルフケア、BSへのサポート





ブラザー・シスター制度に関する規定について





各種ツールについて





ブラシス事業部Q＆A








1

